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日
露
戦
争
後
の
日
本
赤
十
字
社
殉
職
救
護
員
の
靖
國
神
社
合
祀

河

合

利

修

一
　
は
じ
め
に

　

日
本
赤
十
字
社
は
明
治
十
（
一
八
七
七
）
年
五
月
、
西
南
戦
争
の

傷
病
兵
を
救
護
す
る
た
め
に
博
愛
社
と
し
て
創
立
さ
れ
、
我
が
国
が

ジ
ュ
ネ
ー
ブ
条
約
に
加
入
し
た
の
を
受
け
て
、
明
治
二
十
（
一
八
八

七
）
年
に
日
本
赤
十
字
社
と
改
称
、
現
在
に
至
っ
て
い
る
。
日
本
赤

十
字
社
（
以
下
、
日
赤
）
の
中
心
事
業
は
、
太
平
洋
戦
争
終
了
ま
で
は
、

陸
海
軍
の
衛
生
事
業
を
幇
助
す
る
戦
時
救
護
で
あ
っ
た
。
日
赤
救
護

班
が
陸
海
軍
の
衛
生
部
隊
の
な
か
に
入
り
、
軍
法
に
従
い
、
傷
病
兵

を
救
護
し
た
の
で
あ
る
。
標
準
的
な
救
護
班
は
、
医
長
を
責
任
者
と

し
て
、
医
員
、
書
記
、
調
剤
師
、
看
護
婦
長
、
看
護
人
長
、
看
護
婦
、

看
護
人
か
ら
な
っ
て
い
た
（
（
（

。

　

日
赤
が
戦
時
救
護
事
業
を
本
格
的
に
行
っ
た
の
は
、
日
清
戦
争
に

研
究
ノ
ー
ト

お
い
て
で
あ
っ
た
が
、
靖
國
神
社
へ
の
日
赤
救
護
員
の
合
祀
は
、
日

露
戦
争
後
に
同
戦
争
で
死
没
し
た
救
護
員
の
合
祀
を
嚆
矢
と
す
る
。

前
述
の
よ
う
に
、
日
赤
救
護
班
は
軍
隊
の
な
か
で
衛
生
事
業
を
行
う

が
、
日
赤
は
民
間
団
体
で
あ
る
か
ら
、
合
祀
は
「
特
別
」
で
あ
り
、

同
時
に
名
誉
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
以
降
、
シ
ベ
リ
ア
出
兵
、
日
清

戦
争
、
日
中
戦
争
と
太
平
洋
戦
争
の
殉
職
救
護
員
が
合
祀
さ
れ
る
こ

と
と
な
っ
た
。

　

日
赤
殉
職
救
護
員
の
靖
國
神
社
合
祀
に
つ
い
て
は
、
日
赤
や
靖
國

神
社
の
刊
行
物
に
も
記
さ
れ
て
お
り
、
一
般
に
知
ら
れ
て
い
な
い
と

い
う
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
入
手
可
能
な
史
料
が
現
在
の
と
こ

ろ
限
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
あ
っ
て
か
、
研
究
は
ほ
と
ん
ど
さ
れ
て
い

な
い
の
が
実
情
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
本
稿
で
は
、
日
赤
殉
職
救

護
員
の
靖
國
神
社
合
祀
に
つ
い
て
、
お
も
に
日
赤
の
史
料
に
基
づ
き
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な
が
ら
、
論
ず
る
。
た
だ
し
、
本
来
な
ら
ば
、
日
清
戦
争
か
ら
太
平

洋
戦
争
ま
で
の
殉
職
救
護
員
の
合
祀
に
つ
い
て
論
じ
る
べ
き
で
あ
る

が
、
利
用
可
能
な
史
料
が
限
ら
れ
て
い
る
か
、
あ
る
い
は
ほ
と
ん
ど

存
在
し
な
い
た
め
、
こ
こ
で
は
研
究
対
象
を
、
日
露
戦
争
で
死
亡
し

た
日
赤
救
護
員
の
靖
國
神
社
合
祀
に
ほ
ぼ
限
定
す
る
。

　

な
お
、
現
在
、
看
護
師
と
い
う
用
語
が
一
般
的
に
用
い
ら
れ
て
い

る
が
、
本
稿
で
は
、
看
護
人
と
区
別
す
る
た
め
に
も
、
看
護
婦
と
い

う
用
語
を
使
用
す
る
。
ま
た
、
死
亡
し
た
日
赤
救
護
員
は
、
救
護
員

死
没
者
、
死
没
救
護
員
な
ど
い
く
つ
か
の
表
現
が
あ
る
が
、
殉
職
救

護
員
あ
る
い
は
日
赤
殉
職
救
護
員
と
い
う
名
称
で
統
一
し
た
。
最
後

に
、
漢
字
は
原
則
と
し
て
現
在
の
字
体
を
使
用
す
る
こ
と
と
す
る
。

二
　
先
行
研
究
お
よ
び
一
次
史
料
に
つ
い
て

　

日
本
の
論
文
検
索
サ
イ
トCiN

ii

を
利
用
し
て
、
ま
ず
、
論
文
検

索
で
「
日
本
赤
十
字
社
」
お
よ
び
「
靖
国
神
社
」
の
キ
ー
ワ
ー
ド
で

検
索
を
行
っ
た
が
、
検
索
結
果
は
ゼ
ロ
件
で
あ
っ
た
。
次
に
全
文
検

索
で
同
じ
く
「
日
本
赤
十
字
社
」
と
「
靖
国
神
社
」
の
キ
ー
ワ
ー
ド

で
検
索
を
行
っ
た
と
こ
ろ
、
十
八
件
が
該
当
し
た
。
さ
ら
に
、「
合

祀
」
の
キ
ー
ワ
ー
ド
を
加
え
る
と
、
五
件
と
な
っ
た
。
そ
の
う
ち
、

文
献
目
録
二
件
を
除
き
、
日
本
赤
十
字
社
の
救
護
員
の
靖
國
神
社
合

祀
に
関
連
す
る
記
述
が
あ
っ
た
の
は
、
二
件
で
あ
っ
た
（
（
（

。
し
か
し
、

両
論
文
と
も
、
日
赤
殉
職
救
護
員
の
靖
國
神
社
合
祀
そ
の
も
の
を
研

究
対
象
と
し
て
は
お
ら
ず
、
日
赤
の
救
護
看
護
婦
の
戦
時
救
護
を
論

じ
る
際
に
、
合
祀
に
つ
い
て
触
れ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
し
た
が
っ

て
、
日
赤
殉
職
救
護
員
の
靖
國
神
社
合
祀
に
関
す
る
論
文
は
、
こ
れ

ま
で
の
と
こ
ろ
皆
無
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

　

主
な
著
作
で
は
、
秦
郁
彦
『
靖
国
神
社
の
祭
神
た
ち
』
に
お
い
て
、

「
女
性
の
祭
神
た
ち
」
と
し
て
日
赤
救
護
看
護
婦
が
扱
わ
れ
て
い
る
（
（
（

。

　

日
赤
の
一
次
史
料
に
つ
い
て
は
、
当
時
の
決
裁
文
書
な
ど
が
フ
ァ

イ
ル
に
と
じ
ら
れ
て
い
る
が
、
関
係
の
フ
ァ
イ
ル
は
合
祀
の
年
代
順

に
、『
救
護
員
死
没
者
靖
國
神
社
合
祀
関
係　

自
三
十
二
年
至
四
十

年
』、『
西
伯
利
派
遣
救
護
員
死
没
靖
國
神
社
合
祀　

大
正
十
五
年
』、

『
明
治
二
十
七
八
年
戦
役
救
護
員
死
没
者
靖
國
神
社
合
祀　

昭
和
四

年
』
の
三
冊
で
あ
る
（
（
（

。
こ
れ
ら
の
な
か
で
、
一
番
目
の
フ
ァ
イ
ル
、

す
な
わ
ち
日
露
戦
争
殉
職
救
護
員
の
合
祀
に
関
す
る
も
の
が
、
最
初

の
合
祀
で
も
あ
る
こ
と
か
ら
、
軍
と
の
連
絡
、
合
祀
者
の
選
定
、
合

祀
さ
れ
な
か
っ
た
者
に
関
す
る
文
書
な
ど
の
面
で
内
容
が
最
も
充
実

し
て
い
る
。
第
二
、
三
番
目
の
フ
ァ
イ
ル
に
つ
い
て
は
、
合
祀
者
の

数
が
少
な
い
こ
と
も
あ
る
が
、
文
書
の
数
も
少
な
く
、
ま
た
、
事
務

的
に
整
っ
た
文
書
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。

　
『
日
本
赤
十
字
社
社
史
稿
』
は
、
日
赤
の
正
式
な
社
史
を
編
纂
さ

れ
る
た
め
の
資
料
と
さ
れ
、
そ
の
た
め
に
社
史
で
は
な
く
、
社
史
稿

と
さ
れ
て
い
る
が
、
事
実
上
の
社
史
で
あ
る
。
明
治
四
十
四
（
一
九

一
一
）
年
に
第
一
巻
が
発
行
さ
れ
、
こ
れ
ま
で
十
一
巻
が
発
行
さ
れ
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た
が
、
い
ず
れ
も
日
赤
が
編
集
、
発
行
し
て
い
る
。
第
五
巻
ま
で
の

日
赤
社
史
稿
に
は
、
靖
國
神
社
合
祀
に
つ
い
て
の
記
録
が
あ
り
、
合

祀
者
お
よ
び
合
祀
日
と
い
う
基
本
的
な
事
項
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、

陸
海
軍
省
と
の
交
渉
や
合
祀
の
基
準
な
ど
に
つ
い
て
は
触
れ
ら
れ
て

い
な
い
（
（
（

。
ま
た
、
太
平
洋
戦
争
で
死
亡
し
た
救
護
員
の
合
祀
に
つ
い

て
は
、
日
赤
社
史
稿
に
は
一
部
を
除
い
て
記
載
さ
れ
な
く
な
っ
た
。

　

日
赤
の
一
次
史
料
以
外
に
つ
い
て
は
、
ア
ジ
ア
歴
史
資
料
セ
ン

タ
ー
で
「
靖
国
神
社
」
お
よ
び
「
日
本
赤
十
字
社
」
の
キ
ー
ワ
ー
ド

検
索
に
よ
り
、
お
も
に
陸
軍
省
大
日
記
を
中
心
と
し
た
史
料
二
十
一

件
が
該
当
し
た
が
、
殉
職
救
護
員
を
靖
國
神
社
へ
合
祀
す
る
軍
内
部

の
議
論
、
あ
る
い
は
日
赤
と
軍
と
の
協
議
を
記
し
た
史
料
は
な
か
っ

た
。
靖
國
神
社
が
編
集
し
た
史
料
に
つ
い
て
は
、『
靖
國
神
社
忠
魂

史
』
に
日
赤
殉
職
救
護
員
に
つ
い
て
の
記
述
が
あ
り
、
と
く
に
日
清

戦
争
、
日
露
戦
争
そ
し
て
シ
ベ
リ
ア
出
兵
で
死
亡
し
た
看
護
婦
の
合

祀
に
つ
い
て
は
、
女
性
祭
神
殉
難
誌
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
（
（
（

。『
靖

國
神
社
史
』
お
よ
び
『
靖
國
神
社
百
年
史
』
に
は
、
日
赤
殉
職
救
護

員
に
関
す
る
記
述
は
と
く
に
な
い
（
（
（

。

　

本
稿
で
は
、
日
赤
の
一
次
史
料
の
う
ち
、『
救
護
員
死
没
者
靖
國

神
社
合
祀
関
係　

自
三
十
二
年
至
四
十
年
』
を
用
い
て
、
主
に
日
露

戦
争
の
日
赤
殉
職
救
護
員
の
靖
國
神
社
合
祀
を
明
ら
か
に
す
る
。
ま

た
、
当
時
の
新
聞
・
雑
誌
お
よ
び
日
赤
の
機
関
紙
を
参
照
し
て
、
合

祀
が
ど
の
よ
う
に
日
赤
お
よ
び
一
般
に
受
け
取
ら
れ
た
か
に
つ
い
て

も
明
ら
か
に
す
る
。

三
　
日
露
戦
争
殉
職
救
護
員
合
祀

（
一
）
日
清
戦
争
殉
職
救
護
員
合
祀
申
請

　

日
露
戦
争
に
先
立
ち
、
日
清
戦
争
の
救
護
に
派
遣
さ
れ
た
救
護
員

で
、
死
没
し
た
者
二
十
七
名
の
う
ち
二
十
五
名
に
つ
い
て
、「
国
事

ノ
為
メ
ニ
斃
レ
タ
ル
儀
ニ
付
特
別
ノ
御
詮
議
ヲ
以
テ
」
日
赤
は
靖
國

神
社
に
合
祀
を
す
る
よ
う
陸
軍
に
依
頼
し
た
（
（
（

。
二
十
五
名
の
内
訳
は
、

医
員
二
名
、
看
護
人
伍
長
一
名
、
看
護
婦
四
名
、
看
護
人
十
八
名
で

あ
っ
た
。
こ
の
合
祀
が
実
現
す
れ
ば
、
日
清
戦
争
の
殉
職
救
護
員
が

日
赤
に
と
っ
て
初
め
て
の
合
祀
に
な
る
は
ず
で
あ
っ
た
が
、
日
赤
の

依
頼
に
た
い
し
て
、
陸
軍
か
ら
は
正
式
な
回
答
は
結
局
な
く
、
日
露

戦
争
の
日
赤
殉
職
救
護
員
が
最
初
の
合
祀
者
と
な
る
。
日
清
戦
争
殉

職
救
護
員
が
合
祀
さ
れ
る
の
は
、
三
十
年
以
上
経
っ
た
昭
和
四
年
で

あ
っ
た
。（

二
）
日
露
戦
争
に
か
か
る
日
赤
殉
職
救
護
員
合
祀

　

明
治
三
十
七
（
一
九
〇
四
）
年
二
月
八
日
に
始
ま
っ
た
日
露
戦
争

に
お
い
て
、
日
赤
は
救
護
班
一
四
八
個
、
病
院
船
（
博
愛
丸
お
よ
び

弘
済
丸
）
二
隻
、
患
者
輸
送
縦
列
一
個
、
衛
生
材
料
庫
一
個
の
計
一

五
二
個
、
救
護
員
総
計
五
一
七
〇
名
を
救
護
に
派
遣
し
た
（
（
（

。
救
護
班
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の
お
も
な
活
動
は
、
戦
地
の
兵
站
病
院
お
よ
び
内
地
の
陸
軍
予
備
病

院
で
の
傷
病
兵
救
護
、
右
二
隻
の
病
院
船
お
よ
び
陸
軍
病
院
船
十
八

隻
内
で
の
傷
病
兵
救
護
、
そ
し
て
ロ
シ
ア
人
捕
虜
の
う
ち
で
負
傷
し

た
捕
虜
の
救
護
で
あ
っ
た
。
な
お
、
看
護
婦
は
戦
地
に
派
遣
さ
れ
ず
、

病
院
船
お
よ
び
内
地
で
の
勤
務
を
お
こ
な
い
、
戦
地
で
傷
病
兵
の
看

護
に
あ
た
っ
た
の
は
男
性
の
看
護
人
で
あ
っ
た
（
（（
（

。

　

日
清
戦
争
死
没
者
合
祀
に
つ
い
て
は
、
前
述
の
と
お
り
、
三
十
年

以
上
か
か
っ
た
が
、
日
露
戦
争
の
戦
死
者
合
祀
は
短
期
間
で
な
さ
れ

た
。
明
治
三
十
九
（
一
九
〇
六
）
年
八
月
三
十
一
日
付
日
赤
文
書
に

よ
る
と
、
戦
争
中
に
病
気
に
な
り
、
死
亡
し
た
救
護
員
を
靖
國
神
社

へ
合
祀
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
陸
軍
と
交
渉
し
、
合
祀
希
望
者
の
取

り
調
べ
調
書
を
陸
軍
へ
提
出
す
る
こ
と
と
な
っ
た
（
（（
（

。
陸
軍
は
日
露
戦

争
へ
「
従
事
シ
タ
ル
陸
軍
軍
人
軍
属
ニ
シ
テ
公
務
上
傷
痍
疾
病
ニ
因

リ
死
没
シ
タ
ル
者
」
を
靖
國
神
社
に
「
特
別
合
祀
」
す
る
こ
と
と
な

り
、
合
祀
者
の
取
り
調
べ
を
行
う
こ
と
と
な
っ
た
が
（
（（
（

、
日
赤
も
こ
の

手
続
き
に
し
た
が
う
こ
と
と
な
っ
た
。

　

合
祀
の
対
象
者
は
、
日
本
が
ロ
シ
ア
と
国
交
断
絶
を
し
た
明
治
三

十
七
年
二
月
六
日
か
ら
ポ
ー
ツ
マ
ス
条
約
が
発
効
し
た
三
十
八
年
十

月
十
六
日
の
間
に
「
戦
役
ニ
従
事
シ
タ
ル
陸
軍
軍
人
軍
属
」
で
「
死

没
シ
タ
ル
者
」
か
、
あ
る
い
は
こ
の
期
間
に
病
気
に
な
る
か
、
傷
を

負
い
、
明
治
四
十
年
二
月
末
ま
で
に
死
亡
し
た
者
で
あ
っ
た
（
（（
（

。
死
亡

の
原
因
に
つ
い
て
は
、
左
の
理
由
が
列
挙
さ
れ
て
い
る
。

一
、�

戦
地
ニ
於
テ
公
務
若
ハ
避
ク
ヘ
カ
ラ
サ
ル
災
害
ノ
為
ニ
死

没
シ
タ
ル
者

二
、�

戦
地
ニ
於
テ
伝
染
病
若
ハ
流
行
病
ニ
罹
リ
又
ハ
公
務
ノ
為

傷
痍
ヲ
受
ケ
若
ハ
疾
病
ニ
罹
リ
死
没
シ
タ
ル
者

三
、�

戦
地
ニ
於
テ
死
因
不
明
ノ
者
又
ハ
自
己
ノ
作
為
ニ
因
ラ
サ

ル
傷
痍
若
ハ
自
己
ノ
不
摂
生
ニ
因
ラ
サ
ル
疾
病
ノ
為
死
没
シ

タ
ル
者

四
、�

戦
地
ニ
在
ラ
サ
ル
モ
戦
役
事
務
ニ
関
シ
公
務
上
伝
染
病
若

ハ
流
行
病
ニ
罹
リ
又
ハ
避
ク
ヘ
カ
ラ
サ
ル
災
害
ノ
為
死
没
シ

タ
ル
者

五
、�

俘
虜
ト
ナ
リ
死
没
シ
タ
ル
者
若
ハ
戦
地
ニ
於
テ
自
殺
シ
タ

ル
者
ニ
シ
テ
其
ノ
情
状
特
別
合
祀
ト
認
ム
ヘ
キ
者

　

合
祀
を
申
請
す
る
書
類
に
は
、
戸
籍
抄
本
が
必
要
で
あ
り
、
死
亡

者
の
遺
族
が
在
籍
す
る
場
所
の
役
場
に
直
接
請
求
す
る
こ
と
と
定
め

ら
れ
て
い
た
た
め
、
日
赤
で
は
、
関
係
の
役
場
に
問
い
合
わ
せ
た
（
（（
（

。

そ
し
て
、
日
赤
は
ま
ず
、
陸
軍
省
医
務
局
長
小
池
正
直
に
た
い
し
て

合
祀
者
の
名
簿
を
送
付
し
、
そ
の
う
え
で
、
十
一
月
二
十
八
日
付
文

書
で
陸
軍
大
臣
寺
内
正
毅
に
た
い
し
て
正
式
に
合
祀
を
出
願
し
た
（
（（
（

。

小
池
医
務
局
長
に
送
付
し
た
文
書
に
よ
る
と
、
明
治
三
十
七
年
二
月

か
ら
三
十
九
年
八
月
末
ま
で
の
間
に
死
亡
し
た
救
護
員
は
計
百
七
名
、

そ
の
う
ち
八
十
八
名
を
合
祀
該
当
者
と
し
た
（
（（
（

。
そ
し
て
、
靖
國
神
社

へ
の
日
赤
殉
職
救
護
員
合
祀
者
は
七
十
七
名
と
決
定
（
（（
（

、「
特
旨
」
に
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よ
り
明
治
四
十
年
五
月
に
臨
時
合
祀
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
（
（（
（

。

　

合
祀
者
の
内
訳
は
、
医
長
一
名
、
医
員
三
名
、
調
剤
員
一
名
、
書

記
一
名
、
看
護
婦
長
二
名
、
看
護
人
長
四
名
、
看
護
婦
二
十
名
、
看

護
人
三
十
四
名
、
輸
送
人
十
名
、
運
転
士
一
名
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に

そ
の
う
ち
、
看
護
婦
長
と
看
護
婦
の
計
二
十
二
名
は
女
性
で
あ
っ
た
。

死
亡
原
因
と
し
て
は
、
腸
チ
フ
ス
が
三
十
六
名
と
圧
倒
的
に
多
く
、

次
に
赤
痢
、
肺
結
核
、
脚
気
が
そ
れ
ぞ
れ
五
名
、
急
性
脳
膜
炎
が
三

名
、
左
側
肋
膜
炎
が
二
名
で
あ
っ
た
（
（（
（

。

　

死
亡
し
た
場
所
と
し
て
は
、
広
島
予
備
病
院
と
自
宅
が
各
十
名
、

続
い
て
、
遼
陽
兵
站
病
院
九
名
、
鳳
凰
城
兵
站
病
院
七
名
、
県
立
広

島
病
院
五
名
、
大
平
安
兵
站
病
院
、
鉄
嶺
兵
站
病
院
、
青
泥
窪
兵
站

病
院
が
各
三
名
、
営
口
兵
站
病
院
、
仁
川
兵
站
病
院
、
大
連
兵
站
病

院
が
各
二
名
で
あ
っ
た
（
（（
（

。
外
地
お
よ
び
船
内
で
死
亡
し
た
者
が
四
十

五
名
、
日
本
国
内
で
死
亡
し
た
者
が
三
十
二
名
と
、
外
地
で
死
亡
し

た
者
の
方
が
多
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
日
露
戦
争
に
お
い
て
は
、

看
護
婦
は
病
院
船
を
除
い
て
海
外
に
は
派
遣
さ
れ
な
か
っ
た
た
め
、

外
地
で
死
亡
し
た
者
は
、
陸
軍
病
院
船
樺
太
丸
に
乗
船
し
、
輸
送
患

者
を
看
護
し
て
い
て
胆
石
疝
で
龍
巖
浦
に
停
泊
中
死
亡
し
た
知
野
ヤ

ス
（
（（
（

を
除
き
、
全
員
男
性
で
あ
っ
た
。

　

合
祀
者
の
決
定
通
知
を
受
け
て
、
日
赤
本
社
は
各
支
部
お
よ
び
本

社
に
属
し
て
い
た
救
護
員
の
遺
族
に
た
い
し
て
臨
時
合
祀
に
つ
い
て

通
知
し
た
（
（（
（

。
臨
時
大
祭
委
員
か
ら
遺
族
に
あ
て
た
注
意
文
書
に
よ
る

と
、
五
月
一
日
夜
に
招
魂
祭
が
、
二
日
か
ら
五
日
ま
で
臨
時
大
祭
が

開
催
さ
れ
、
遺
族
に
は
臨
時
大
祭
委
員
か
ら
参
拝
案
内
状
が
発
送
さ

れ
る
こ
と
と
な
っ
て
い
た
（
（（
（

。
参
拝
遺
族
は
、
地
方
の
区
分
に
し
た

が
っ
て
、
五
月
二
日
か
ら
五
日
の
割
り
当
て
ら
れ
た
時
間
に
参
拝
す

る
よ
う
指
定
さ
れ
た
。
ま
た
、
参
拝
に
加
え
て
、
他
の
行
事
に
も
遺

族
は
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
赤
坂
・
浜
両
離
宮
御
苑
な
ど
の
特

別
な
拝
観
、
小
石
川
後
楽
園
、
遊
就
館
、
近
衛
歩
兵
第
一
旅
団
兵
営
、

淀
橋
浄
水
場
や
「
各
種
ノ
余
興
等
」
の
観
覧
が
遺
族
に
許
さ
れ
た
。

ま
た
、
大
祭
の
余
興
と
し
て
、「
大
相
撲
、
煙
火
、
能
楽
、
太
神
楽
、

探
海
燈
、
里
神
楽
、
撃
劔
柔
術
」
が
催
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
参
拝
遺

族
へ
の
便
宜
と
し
て
、
往
復
の
鉄
道
・
船
舶
の
運
賃
が
す
べ
て
五
割

引
と
な
っ
た
。

　

日
赤
殉
職
救
護
員
の
靖
國
神
社
合
祀
に
つ
い
て
は
、「
至
仁
ノ
聖

旨
感
泣
ノ
至
リ
ニ
不
堪
」
と
各
支
部
・
遺
族
へ
の
通
知
に
あ
る
が
（
（（
（

、

他
方
、
死
亡
し
た
日
赤
救
護
員
三
十
名
は
合
祀
さ
れ
ず
、
本
社
は
調

査
事
項
に
該
当
し
な
か
っ
た
た
め
、
合
祀
さ
れ
な
か
っ
た
旨
、
関
係

支
部
に
通
知
し
た
（
（（
（

。
し
か
し
、
と
く
に
佐
賀
支
部
は
こ
れ
に
対
し
て

不
満
を
示
し
た
。
佐
賀
支
部
長
香
川
輝
（
当
時
の
佐
賀
県
知
事
）
は
日

赤
社
長
松
方
正
義
あ
て
文
書
の
な
か
で
、
佐
賀
支
部
か
ら
派
遣
さ
れ

た
二
名
の
看
護
婦
西
村
シ
ヨ
と
古
賀
ヌ
イ
が
合
祀
さ
れ
な
か
っ
た
こ

と
に
つ
い
て
は
「
一
応
了
承
」
と
し
た
（
（（
（

。
し
か
し
、
そ
の
な
か
で
も

古
賀
ヌ
イ
は
、
広
島
予
備
病
院
江
波
分
院
で
腸
チ
フ
ス
お
よ
び
肺
結
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核
の
患
者
を
看
護
し
、「
元
来
身
体
強
健
ニ
シ
テ
派
遣
以
来
一
日
モ

勤
務
ヲ
欠
キ
タ
ル
事
ナ
ク
数
ケ
月
間
此
ノ
恐
ル
ヘ
キ
伝
染
性
ノ
患
者

ヲ
看
護
精
励
克
ク
其
職
務
ヲ
尽
シ
タ
ル
結
果
終
ニ
感
染
シ
タ
ル
モ
勉

メ
テ
勤
務
ヲ
全
フ
シ
」
た
が
、
帰
還
後
の
明
治
三
十
九
年
十
二
月
一

日
に
死
亡
し
た
。
香
川
は
、
外
科
病
棟
を
担
当
し
て
伝
染
病
に
感
染

し
た
看
護
婦
と
比
較
し
て
も
、「
伝
染
病
院
結
核
室
ヲ
担
当
シ
該
病

ニ
感
染
シ
死
亡
シ
タ
ル
ハ
最
モ
適
切
ノ
［
合
祀
］
該
当
者
」
で
あ
る

と
し
て
、
特
別
の
取
り
計
ら
い
を
求
め
た
。
こ
れ
に
た
い
し
て
、
日

赤
社
長
は
、
古
賀
が
死
亡
し
た
の
は
平
和
が
回
復
し
た
三
十
八
年
十

月
十
六
日
の
後
で
あ
り
、
合
祀
基
準
に
沿
わ
な
い
と
し
て
回
答
し
た
（
（（
（

。

　

臨
時
祭
典
へ
の
日
赤
の
参
加
に
つ
い
て
は
、
陸
海
軍
大
臣
に
救
護

員
の
参
加
を
申
し
出
（
（（
（

、
両
大
臣
の
許
可
を
得
た
（
（（
（

。
そ
し
て
、
日
赤
各

支
部
に
日
露
戦
争
で
救
護
に
関
係
し
た
者
か
ら
参
列
者
を
選
定
す
る

よ
う
依
頼
し
た
（
（（
（

。
参
列
者
は
救
護
員
制
服
を
着
用
し
、「
今
回
ニ
限

リ
特
ニ
佩
剣
」
を
許
さ
れ
た
が
、
支
部
に
準
備
が
な
い
場
合
は
、
本

部
で
貸
与
す
る
こ
と
と
な
っ
た
（
（（
（

。
五
月
二
日
、
日
赤
本
社
・
支
部
か

ら
二
二
〇
名
が
参
拝
し
た
が
、
こ
の
際
、「
看
護
婦
長
及
び
看
護
人

長
以
下
は
中
隊
編
成
に
て
川
合
理
事
之
れ
を
率
い
書
記
以
上
は
列
外

と
し
て
其
後
に
続
き
隊
伍
整
々
と
し
て
本
社
を
出
発
し
た
」
と
、
日

赤
の
機
関
紙
『
日
本
赤
十
字
』
に
そ
の
と
き
の
模
様
が
記
さ
れ
て
い

る
（
（（
（

。
大
半
の
支
部
か
ら
参
列
者
が
出
席
し
た
が
、
不
参
加
の
支
部
に

は
「
合
祀
セ
ラ
レ
タ
ル
者
無
」
い
た
め
参
列
者
を
派
遣
し
な
か
っ
た

佐
賀
支
部
も
含
ま
れ
て
い
た
（
（（
（

。

（
三
）
合
祀
へ
の
反
応

　

こ
の
合
祀
に
つ
い
て
は
、
軍
人
で
は
な
い
日
赤
殉
職
救
護
員
が
、

軍
人
と
同
じ
く
靖
國
神
社
に
合
祀
さ
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
名
誉
で
あ

る
と
、
日
赤
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
当
時
の
社
会
に
も
受
け
と
め
ら
れ

た
。
と
く
に
殉
職
看
護
婦
の
合
祀
に
つ
い
て
は
女
性
初
と
さ
れ
、
注

目
さ
れ
た
（
（（
（

。

　

こ
れ
を
よ
く
示
し
て
い
る
の
が
、
当
時
の
日
赤
機
関
紙
『
日
本
赤

十
字
』
に
掲
載
さ
れ
た
記
事
で
あ
る
。
合
祀
が
公
表
さ
れ
た
後
に
発

行
さ
れ
た
四
月
二
十
五
日
号
に
は
、「
殉
職
救
護
員
の
光
栄
」
と
題

し
て
、
以
下
の
よ
う
に
評
さ
れ
て
い
る
。

惟
ふ
に
此
等
救
護
員
は
固
よ
り
国
難
に
殉
し
た
る
も
の
と
は
云

へ
、
軍
人
に
等
し
く
靖
國
神
社
に
合
祀
せ
ら
る
ゝ
が
如
き
、
是

れ
実
に
破
格
の
恩
典
、
無
上
の
名
誉
光
栄
と
謂
は
ざ
る
可
か
ら

ず
、
殊
に
看
護
婦
の
如
き
婦
人
の
身
を
以
て
合
祀
の
栄
誉
を
得

る
が
如
き
未
だ
曾
て
前
例
あ
る
を
聞
か
ざ
る
也
（
（（
（

。

　

当
時
の
新
聞
も
、
日
赤
殉
職
救
護
員
の
合
祀
を
栄
誉
あ
る
も
の
と

し
て
取
り
上
げ
た
。
詳
細
に
報
じ
た
の
は
、
読
売
新
聞
で
あ
り
、

「
靖
國
神
社
に
合
祀
さ
る
〻
看
護
婦
（
婦
人
の
合
祀
は
今
度
が
初
め
）」

と
い
う
タ
イ
ト
ル
で
、
赤
十
字
の
救
護
活
動
、
死
亡
し
た
者
の
う
ち

の
合
祀
者
数
を
ふ
れ
た
う
え
で
、「
婦
人
の
合
祀
は
靖
國
神
社
創
立
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以
来
今
回
が
初
て
な
れ
ば
、
こ
〻
に
改
め
て
此
の
栄
誉
の
御
思
召
に

あ
づ
か
れ
る
人
々
の
指
名
を
列
記
せ
ん
」
と
し
て
、
と
く
に
看
護
婦

合
祀
者
の
氏
名
、
本
籍
、
年
齢
を
列
挙
し
た
（
（（
（

。

　

女
性
の
新
聞
・
雑
誌
は
、
特
に
看
護
婦
の
合
祀
を
大
き
く
取
り
上

げ
た
。
愛
国
婦
人
会
の
新
聞
『
愛
国
婦
人
』
は
、
看
護
婦
の
合
祀
に

つ
い
て
、「
我
国
婦
人
歴
史
に
於
け
る
空
前
の
事
に
し
て
、
実
に
婦

人
界
の
光
栄
な
り
と
い
ふ
べ
し
」
と
評
価
し
て
い
る
（
（（
（

。
ま
た
、『
婦

女
新
聞
』
は
、
女
性
の
合
祀
は
こ
れ
が
初
め
て
で
あ
り
、「
合
祀
の

栄
を
蒙
れ
る
」
女
性
全
員
の
氏
名
、
役
職
、
本
籍
族
称
を
掲
載
し
た
（
（（
（

。

三
　
そ
の
後
の
殉
職
救
護
員
の
靖
國
神
社
合
祀

　

日
露
戦
争
後
の
合
祀
以
降
に
も
、
日
赤
殉
職
救
護
員
は
靖
國
神
社

に
合
祀
さ
れ
た
が
、
日
露
戦
争
の
殉
職
救
護
員
ほ
ど
注
目
を
集
め
る

こ
と
は
な
く
な
っ
た
。
日
赤
殉
職
救
護
員
が
合
祀
さ
れ
る
の
は
、

「
当
然
と
い
う
ル
ー
ル
が
確
立
し
た
」
の
で
あ
る
（
（（
（

。
シ
ベ
リ
ア
出
兵

に
際
し
て
、
日
赤
は
救
護
班
を
派
遣
し
た
が
、
死
亡
し
た
看
護
婦
二

名
と
雑
役
夫
一
名
の
計
三
名
が
大
正
十
五
（
一
九
二
六
）
年
四
月
二

十
八
日
に
「
特
別
ヲ
以
テ
」
合
祀
さ
れ
た
（
（（
（

。
も
っ
と
も
、
日
赤
機
関

紙
『
博
愛
』
に
は
、
合
祀
に
つ
い
て
の
基
本
的
な
情
報
が
記
さ
れ
る

に
止
ま
り
、
日
露
戦
争
の
殉
職
救
護
員
合
祀
の
際
の
よ
う
な
特
別
な

反
応
は
掲
載
さ
れ
な
か
っ
た
（
（（
（

。

　

先
述
の
と
お
り
、
日
清
戦
争
で
死
亡
し
た
救
護
員
の
合
祀
に
つ
い

て
は
、
正
式
な
決
定
が
陸
軍
か
ら
日
赤
に
も
た
ら
さ
れ
ず
、
い
わ
ば

棚
上
げ
さ
れ
た
状
態
に
あ
っ
た
が
、
昭
和
に
な
っ
て
こ
れ
が
実
現
し

た
。
す
な
わ
ち
、
昭
和
四
年
四
月
十
三
日
に
医
員
二
名
、
看
護
婦
三

名
、
看
護
人
十
六
名
計
二
十
一
名
が
合
祀
さ
れ
た
の
で
あ
る
（
（（
（

。

　

日
中
戦
争
か
ら
太
平
洋
戦
争
に
お
い
て
死
亡
し
た
救
護
員
の
合
祀

に
関
し
て
は
、
昭
和
十
一
年
か
ら
二
十
年
を
扱
っ
た
『
日
本
赤
十
字

社
社
史
稿
』
の
、
昭
和
二
十
年
末
ま
で
の
死
亡
者
計
八
三
五
名
の
う

ち
、「
靖
国
神
社
合
祀
の
手
続
を
終
了
し
た
も
の
は
二
三
柱
で
あ
る
」

と
い
う
記
述
を
最
後
に
（
（（
（

、
そ
の
後
の
日
赤
社
史
稿
で
は
全
く
触
れ
ら

れ
な
く
な
り
、
日
赤
の
史
料
で
は
不
明
な
の
が
現
状
で
あ
る
。

四
　
お
わ
り
に

　

日
赤
の
事
業
は
、
太
平
洋
戦
争
の
前
後
で
大
き
く
異
な
っ
た
。
戦

前
は
、
日
赤
の
中
心
的
な
事
業
は
戦
時
救
護
で
あ
っ
た
が
、
こ
れ
は

赤
十
字
の
創
設
者
ア
ン
リ
・
デ
ュ
ナ
ン
が
『
ソ
ル
フ
ェ
リ
ー
ノ
の
思

い
出
』
に
お
い
て
傷
病
兵
を
救
護
す
る
団
体
を
組
織
す
る
こ
と
に
源

流
を
も
ち
（
（（
（

、
日
赤
だ
け
で
は
な
く
、
欧
米
の
赤
十
字
社
も
戦
前
に
は

等
し
く
行
っ
て
い
た
事
業
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
戦
後
は
、
日
赤
も

含
め
て
赤
十
字
社
の
主
な
事
業
は
、
災
害
救
護
、
医
療
、
福
祉
事
業

な
ど
平
時
事
業
に
変
化
し
て
い
っ
た
。

　

戦
後
は
新
し
い
憲
法
の
も
と
、
日
赤
は
「
日
本
赤
十
字
社
法
（
昭

和
二
十
七
年
八
月
十
四
日
法
律
第
三
百
五
号
）」
に
よ
り
、「
赤
十
字
に
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関
す
る
諸
条
約
及
び
赤
十
字
国
際
会
議
に
お
い
て
決
議
さ
れ
た
諸
原

則
の
精
神
に
の
つ
と
り
、
赤
十
字
の
理
想
と
す
る
人
道
的
任
務
を
達

成
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
」（
同
法
第
一
条
）
よ
う
に
な
り
、
監
督

官
庁
も
厚
生
労
働
省
に
な
っ
た
（
同
法
第
三
十
六
～
三
十
八
条
）。
戦

時
救
護
は
お
こ
な
わ
れ
な
く
な
り
、
現
在
、
日
赤
内
で
も
殉
職
救
護

員
が
靖
國
神
社
に
合
祀
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
の
は
、
む

し
ろ
少
数
で
あ
ろ
う
。

　

日
赤
が
戦
後
、
平
時
事
業
に
特
化
し
た
の
は
時
代
の
趨
勢
と
し
て

当
然
で
あ
る
が
、
平
成
二
十
六
年
に
一
三
七
周
年
を
迎
え
た
日
赤
の

基
盤
が
、
戦
前
の
戦
時
救
護
事
業
を
と
お
し
て
形
成
さ
れ
た
の
は
事

実
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、
日
露
戦
争
の
殉
職
救
護
員
合
祀
を
お
も
に

扱
っ
た
が
、
日
清
戦
争
か
ら
太
平
洋
戦
争
ま
で
の
日
赤
殉
職
救
護
員

の
靖
國
神
社
合
祀
に
つ
い
て
は
不
明
な
こ
と
が
多
い
。
来
年
に
は
太

平
洋
戦
争
終
結
七
十
周
年
を
控
え
、
そ
し
て
日
赤
創
立
一
五
〇
周
年

も
そ
う
遠
く
な
い
将
来
迎
え
る
こ
と
に
な
る
。
戦
時
救
護
事
業
を
支

え
、
そ
し
て
殉
職
し
た
救
護
員
が
ど
の
よ
う
に
慰
霊
・
追
悼
さ
れ
た

の
か
、
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

註（1
）　

日
本
赤
十
字
社
戦
時
救
護
規
則
第
三
十
三
、
三
十
九
条
。
日
本
赤

十
字
社
編
『
日
本
赤
十
字
社
救
護
員
必
携
』
日
本
赤
十
字
社
、
一

九
〇
三
年
、
三
十
五
頁
。

（
2
）　

川
口
啓
子
「
従
軍
看
護
婦
派
遣
へ
の
道
程
に
関
す
る
研
究
ノ
ー
ト

（
2
） : 

日
露
戦
争
を
中
心
に
」『
創
発
：
大
阪
健
康
福
祉
短
期
大

学
紀
要
』
第
三
巻
、
二
〇
〇
五
年
、
八
十
三
―
九
十
五
頁
。
山
本

捷
子
「
戦
前
の
日
本
赤
十
字
社
看
護
婦
の
思
想
形
成
の
背
景
に
あ

る
も
の
」『
日
本
赤
十
字
秋
田
短
期
大
学
紀
要
』
第
二
巻
、
一
九

九
八
年
、
十
七
―
二
十
三
頁
。

（
3
）　

秦
郁
彦
『
靖
国
神
社
の
祭
神
た
ち
』
新
潮
社
、
二
〇
一
〇
年
、
八

十
八
―
九
十
二
、
二
三
三
―
二
三
七
頁
。

（
4
）　
『
救
護
員
死
没
者
靖
國
神
社
合
祀
関
係　

自
三
十
二
年
至
四
十
年
』

（
書
類
編
纂
番
号
「
三
八
一
」）、『
西
伯
利
派
遣
救
護
員
死
没
靖
國

神
社
合
祀　

大
正
十
五
年
』（
書
類
編
纂
番
号
「
三
四
九
一
」）、

『
明
治
二
十
七
八
年
戦
役
救
護
員
死
没
者
靖
國
神
社
合
祀　

昭
和

四
年
』（
書
類
編
纂
番
号
「
三
五
四
七
」）。
博
物
館
明
治
村
所
蔵
・

日
本
赤
十
字
豊
田
看
護
大
学
保
管
。

（
5
）　

靖
國
神
社
合
祀
に
つ
い
て
扱
っ
て
い
る
日
赤
社
史
稿
は
以
下
の
と

お
り
で
あ
る
。『
日
本
赤
十
字
社
史
稿
』
一
九
一
一
年
。『
日
本
赤

十
字
社
史
続
稿
』
下
巻
、
一
九
二
九
年
。『
日
本
赤
十
字
社
史
続

稿
』
第
四
巻
、
一
九
五
七
年
。『
日
本
赤
十
字
社
社
史
稿
』
第
五
巻
、

一
九
六
九
年
。
日
赤
社
史
稿
の
名
称
は
、
第
四
巻
ま
で
統
一
さ
れ

て
い
な
か
っ
た
が
、
第
五
巻
以
降
は
『
日
本
赤
十
字
社
社
史
稿
』

に
統
一
さ
れ
た
。
な
お
、
本
稿
で
は
特
定
の
巻
を
指
さ
な
い
場
合
、

日
赤
社
史
稿
と
す
る
。

（
6
）　

靖
國
神
社
社
務
所
編
『
靖
國
神
社
忠
魂
史
』
第
五
巻
、
靖
國
神
社

社
務
所
、
一
九
三
三
年
、
余
誌
二
十
五
―
三
十
二
頁
。

（
7
）　

靖
國
神
社
編
『
靖
國
神
社
史
』
靖
國
神
社
、
一
九
一
一
年
。
靖
國

神
社
編
『
靖
國
神
社
百
年
史
』
資
料
篇
上
中
下
・
事
歴
年
表
、
靖

國
神
社
、
一
九
八
三
年
（
資
料
篇
上
中
）、
一
九
八
四
年
（
資
料
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篇
下
）、
一
九
八
七
年
（
事
歴
年
表
）。

（
8
）　

明
治
三
十
二
年
七
月
二
十
一
日
付
日
赤
社
長
佐
野
常
民
発
陸
軍
大

臣
桂
太
郎
宛
準
甲
第
一
五
七
号
文
書
。『
救
護
員
死
没
者
靖
國
神

社
合
祀
関
係　

自
三
十
二
年
至
四
十
年
』
所
収
。

（
9
）　

喜
多
義
人
「
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
条
約
締
約
国
間
の
日
露
戦
争
」
黒
沢
文

貴
・
河
合
利
修
編
『
日
本
赤
十
字
社
と
人
道
援
助
』
東
京
大
学
出

版
会
、
一
〇
八
頁
。『
日
本
赤
十
字
社
史
稿
』
一
九
一
一
年
、
一

三
六
六
―
一
三
六
七
頁
。

（
10
）　

日
露
戦
争
に
お
け
る
日
赤
の
救
護
に
関
わ
っ
た
男
性
の
看
護
人
は

一
二
九
〇
名
、
看
護
婦
は
二
六
八
九
名
で
あ
っ
た
（
看
護
婦
長
、

看
護
人
長
は
除
く
）。
喜
多
、
同
右
、
同
右
頁
お
よ
び
同
右
『
日

本
赤
十
字
社
史
稿
』、
一
五
四
八
頁
。
以
降
の
戦
時
救
護
に
お
い

て
は
、
徐
々
に
看
護
婦
が
多
く
な
り
、
昭
和
十
二
年
七
月
か
ら
昭

和
二
十
年
八
月
の
間
に
戦
時
救
護
に
派
遣
さ
れ
た
救
護
班
人
員
の

内
訳
に
は
、
看
護
人
自
体
が
な
く
な
っ
た 
。『
日
本
赤
十
字
社
社

史
稿
』
第
五
巻
、
一
七
九
頁
。

（
11
）　

明
治
三
十
九
年
八
月
三
十
一
日
付
一
ノ
一
庶
第
九
六
九
号
文
書

「
救
護
員
死
没
者
靖
國
神
社
ヘ
合
祀
ノ
件
」。『
救
護
員
死
没
者
靖

國
神
社
合
祀
関
係　

自
三
十
二
年
至
四
十
年
』
所
収
。
陸
軍
と
の

交
渉
の
詳
細
に
関
す
る
文
書
は
フ
ァ
イ
ル
に
収
め
ら
れ
て
お
ら
ず
、

不
明
で
あ
る
。
な
お
、
決
裁
文
書
の
書
式
に
は
、
起
案
、
決
判
、

処
行
の
日
付
欄
が
あ
る
が
、
本
稿
で
は
、
処
行
に
日
付
が
あ
る
場

合
は
そ
の
日
付
を
用
い
、
そ
れ
が
な
い
場
合
は
起
案
の
日
付
を
用

い
る
こ
と
と
す
る
。

（
12
）　

明
治
三
十
九
年
八
月
二
十
日
付
満
発
第
三
三
三
六
号
文
書
（
タ
イ

ト
ル
な
し
）。
同
右
所
収
。

（
13
）　

明
治
三
十
九
年
八
月
二
十
日
付
満
発
第
三
三
三
六
号
文
書
別
紙
甲

号
（
書
式
）「
靖
國
神
社
臨
時
特
別
合
祀
陸
軍
軍
人
軍
属
名
簿
」。

同
右
所
収
。

（
14
）　

明
治
三
十
九
年
十
月
二
十
九
日
付
一
ノ
一
庶
第
一
〇
七
六
号
文
書

「
病
死
救
護
員
戸
籍
抄
本
取
寄
セ
ノ
件
」。
同
右
所
収
。

（
15
）　

明
治
三
十
九
年
十
一
月
十
五
日
付
一
ノ
一
庶
第
一
一
〇
三
号
文
書

「
靖
國
神
社
合
祀
救
護
員
名
簿
医
務
局
長
ヘ
送
付
ノ
件
」
お
よ
び

明
治
三
十
九
年
十
一
月
二
十
八
日
付
一
ノ
一
庶
第
一
一
一
七
号
文

書
「
救
護
員
靖
國
神
社
ヘ
特
別
合
祀
ノ
儀
陸
軍
大
臣
ヘ
出
願
ノ

件
」。
同
右
所
収
。

（
16
）　

同
右
明
治
三
十
九
年
十
一
月
十
五
日
付
一
ノ
一
庶
第
一
一
〇
三
号

文
書
。

（
17
）　

明
治
四
十
年
四
月
五
日
付
一
ノ
一
庶
第
一
九
七
号
文
書
「
本
社
救

護
員
靖
國
神
社
ヘ
特
別
合
祀
ノ
件
」。『
救
護
員
死
没
者
靖
國
神
社

合
祀
関
係　

自
三
十
二
年
至
四
十
年
』
所
収
。

（
18
）　

第
三
十
三
回
合
祀
明
治
四
十
年
四
月
十
五
日
寺
内
陸
軍
大
臣
告
示
。

靖
國
神
社
編
『
靖
國
神
社
史
』、
一
〇
一
頁
。

（
19
）　

原
則
と
し
て
、
前
掲
明
治
三
十
九
年
十
一
月
十
五
日
付
一
ノ
一
庶

第
一
一
〇
三
号
文
書
に
添
付
さ
れ
て
い
る
「
靖
國
神
社
臨
時
特
別

合
祀
日
本
赤
十
字
社
救
護
員
列
次
人
名
簿
」
に
よ
る
。
そ
の
他
は
、

腎
臓
炎
、
腸
チ
フ
ス
兼
脚
気
、
急
性
腹
膜
炎
、
急
性
肺
結
核
、
肋

膜
炎
、
急
性
気
管
支
カ
タ
ル
、
大
腸
カ
タ
ル
、
慢
性
胃
カ
タ
ル
、

肺
炎
、
マ
ラ
リ
ア
兼
脚
気
、
狂
犬
病
、
右
胸
膜
炎
及
び
肺
結
核
、

肋
膜
肺
炎
、
脚
気
兼
尿
道
狭
窄
症
、
悪
性
マ
ラ
リ
ア
、
腸
チ
フ
ス

兼
肺
炎
、
急
性
気
管
支
カ
タ
ル
兼
脚
気
、
ク
ル
ッ
プ
性
肺
炎
、
胆

石
疝
、
肝
臓
打
撲
、
右
胸
膜
炎
他
複
数
の
病
名
併
記
の
各
一
名

（
順
不
同
）。
病
名
は
、
文
書
に
よ
る
が
、
一
部
、
漢
字
を
カ
タ
カ

ナ
に
し
た
。
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（
20
）　

同
右
文
書
に
よ
る
。
そ
の
他
は
一
名
ず
つ
で
、
海
城
、
海
城
北
開
、

寛
甸
、
岫
巖
、
近
白
子
、
安
東
県
、
賽
島
集
、
堿
廠
、
旅
順
の
各

兵
站
病
院
、
金
沢
と
善
通
寺
の
各
予
備
病
院
、
連
刀
湾
、
連
山
関
、

草
河
口
の
各
患
者
療
養
所
、
日
本
赤
十
字
社
病
院
、
第
二
十
八
救

護
班
宿
舎
、
京
都
医
科
大
学
附
属
病
院
、
大
阪
、
広
島
市
博
愛
病

院
、
船
中
、
陸
軍
病
院
樺
太
丸
で
あ
っ
た
。

（
21
）　

明
治
三
十
九
年
八
月
二
十
日
付
満
発
第
三
三
三
六
号
文
書
乙
号

（
用
紙
）「
靖
國
神
社
臨
時
特
別
合
祀
陸
軍
軍
人
軍
属
名
簿
」
に
記

入
さ
れ
た
情
報
に
よ
る
。『
救
護
員
死
没
者
靖
國
神
社
合
祀
関
係

　

自
三
十
二
年
至
四
十
年
』
所
収
。

（
22
）　

明
治
四
十
年
四
月
十
九
日
付
一
ノ
一
庶
第
二
一
三
号
文
書
「
本
社

救
護
員
靖
國
神
社
ヘ
臨
時
合
祀
被
仰
出
候
ニ
付
関
係
支
部
ヘ
通
牒

并
テ
本
部
直
轄
員
タ
リ
シ
者
ノ
遺
族
ヘ
通
知
ノ
件
」。
同
右
所
収
。

（
23
）　

明
治
四
十
年
四
月
付
明
治
四
十
年
五
月
靖
國
神
社
臨
時
大
祭
委
員

「
靖
國
神
社
合
祀
者
遺
族
注
意
」
文
書
。
同
右
所
収
。

（
24
）　

明
治
四
十
年
四
月
十
九
日
付
一
ノ
一
庶
第
二
一
三
号
文
書
。
同
右

所
収
。

（
25
）　

明
治
四
十
年
四
月
二
十
五
日
付
一
ノ
一
庶
第
二
四
八
号
文
書
。
同

右
所
収
。
調
査
事
項
に
つ
い
て
は
、
上
記
の
明
治
三
十
九
年
八
月

二
十
日
付
満
発
第
三
三
三
六
号
文
書
別
紙
甲
号
に
あ
る
五
つ
の
事

項
が
掲
げ
ら
れ
て
い
た
。

（
26
）　

明
治
四
十
年
四
月
二
十
九
日
付
日
本
赤
十
字
社
佐
賀
支
部
長
香
川

輝
発
日
本
赤
十
字
社
長
松
方
正
義
宛
佐
支
発
第
七
五
二
文
書
。
同

右
所
収
。

（
27
）　

明
治
四
十
年
五
月
十
日
付
一
ノ
一
庶
第
二
九
七
号
文
書
「
故
看
護

婦
古
賀
ヌ
イ
合
祀
ニ
関
シ
佐
賀
支
部
長
ヘ
回
答
ノ
件
」。
同
右
所
収
。

（
28
）　

明
治
四
十
年
四
月
二
十
日
付
一
ノ
一
救
第
四
一
五
号
文
書
「
靖
國

神
社
臨
時
祭
典
ニ
本
社
救
護
員
ヲ
参
列
セ
シ
ム
ル
件
」。
同
右
所
収
。

（
29
）　

明
治
四
十
年
四
月
二
十
九
日
付
陸
軍
大
臣
寺
内
正
毅
・
海
軍
大
臣

齋
藤
実
発
日
本
赤
十
字
社
宛
陸
軍
省
受
領
壱
第
六
七
二
号
文
書
。

同
右
所
収
。

（
30
）　

明
治
四
十
年
四
月
二
十
日
付
一
ノ
一
救
第
四
一
五
号
文
書
。
同
右

所
収
。

（
31
）　

同
右
文
書
。

（
32
）　
『
日
本
赤
十
字
』
第
二
〇
二
号
、
明
治
四
十
年
五
月
五
日
発
行
、

十
六
頁
。
ル
ビ
は
省
略
。

（
33
）　

明
治
四
十
年
四
月
二
十
五
日
付
佐
賀
支
部
長
香
川
輝
発
日
赤
社
長

松
方
正
義
宛
佐
支
発
第
七
五
二
号
文
書
。『
救
護
員
死
没
者
靖
國

神
社
合
祀
関
係　

自
三
十
二
年
至
四
十
年
』
所
収
。

（
34
）　

女
性
合
祀
者
に
関
し
て
、
最
初
の
合
祀
者
は
、
戊
辰
戦
争
で
死
亡

し
た
秋
田
藩
の
農
婦
山
城
美
与
で
あ
り
、
明
治
二
年
六
月
二
十
八

日
に
合
祀
さ
れ
た
が
、
当
時
の
新
聞
お
よ
び
日
赤
の
史
料
で
、
こ

の
点
に
つ
い
て
触
れ
た
も
の
は
な
か
っ
た
。
山
城
美
与
合
祀
に
つ

い
て
は
、
秦
、
八
十
八
頁
。
ま
た
、
女
性
合
祀
者
の
統
計
に
つ
い

て
は
、
靖
國
神
社
編
『
靖
國
神
社
百
年
史
』
資
料
篇
上
、
三
六
三

―
三
六
七
頁
。

（
35
）　
『
日
本
赤
十
字
』
第
二
〇
一
号
、
明
治
四
十
年
四
月
二
十
五
日
発
行
、

三
頁
。
ル
ビ
は
省
略
。

（
36
）　
『
読
売
新
聞
』
明
治
四
十
年
四
月
二
十
一
日
朝
刊
、
三
頁
。
ル
ビ

は
省
略
。

（
37
）　
『
愛
国
婦
人
』
第
一
二
七
号
、
明
治
四
十
年
五
月
五
日
発
行
、
一
頁
。

『
愛
国
婦
人
』
明
治
期
復
刻
版　

第
六
巻
、
柏
書
房
、
二
〇
〇
八
年
、

一
五
三
頁
に
復
刻
。
ル
ビ
は
省
略
。

（
38
）　
『
婦
女
新
聞
』
第
三
六
三
号
、
明
治
四
十
年
四
月
二
十
二
日
発
行
、
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二
頁
。
故
福
島
四
郎
編
『
婦
女
新
聞
』
第
八
巻　

明
治
四
十
年
、

不
二
出
版
、
一
九
八
三
年
、
一
三
八
頁
に
復
刻
。
ル
ビ
は
省
略
。

（
39
）　

秦
、
八
十
九
頁
。

（
40
）　
『
日
本
赤
十
字
社
社
史
続
稿
』
下
巻
、
五
八
九
―
五
九
〇
頁
お
よ

び
附
録
六
一
頁
。

（
41
）　
『
博
愛
』
第
四
六
八
号
、
大
正
十
五
年
五
月
十
日
、
四
十
五
頁
。

『
日
本
赤
十
字
』
は
、
大
正
二
年
十
一
月
号
よ
り
『
博
愛
』
に
改

称
さ
れ
た
。

（
42
）　
『
日
本
赤
十
字
社
史
続
稿
』
第
四
巻
、
二
三
一
頁
。

（
43
）　
『
日
本
赤
十
字
社
社
史
稿
』
第
五
巻
、
二
〇
三
頁
。

（
44
）　

ア
ン
リ
ー
・
デ
ュ
ナ
ン
著
・
木
内
利
三
郎
訳
『
ソ
ル
フ
ェ
リ
ー
ノ

の
思
い
出
』
第
十
四
版
、
日
赤
会
館
、
一
九
九
七
、
一
四
三
―
一

四
六
頁
。

（
日
本
赤
十
字
豊
田
看
護
大
学
教
授
）


